
 

平成 30 年３月 28 日  

練馬区環境部環境課  

 

練馬区における空家等対策に関する協定の締結について（情報提供） 

 

  練馬区では、区内の空家等の所有者等への意識啓発や助言などにより、適正

な管理がなされていない空家等の発生の未然防止、空家等の有効活用等を推進

するため、区と以下の各専門家団体および地域金融機関と連携について定めた

協定を締結している。 

 

１ 協定締結団体 

⑴ 各種専門家団体（協定締結日：平成 29 年３月 13 日） 

 ① 東京司法書士会 

② 東京都行政書士会 練馬支部 

③ 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 練馬区支部 

④ 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 練馬支部 

⑤ 一般社団法人東京都建築士事務所協会 練馬支部 

 ⑵ 地域金融機関（協定締結日：①～④平成 29 年８月 23 日、⑤⑥平成 30 年３月 27 日） 

  ① 西京信用金庫 

  ② 城北信用金庫 

  ③ 西武信用金庫 

  ④ 東京シティ信用金庫 

  ⑤ 巣鴨信用金庫 

  ⑥ 東京信用金庫 

 

２ 協定の内容 

協定の目的を達成するため、つぎに掲げる事項に取り組む。 

 ⑴ 各専門家団体は、区内に所在する空家等の所有者等からの相談に応じるた

めの相談窓口を設置する。 

⑵ 各専門家団体は、区から空家等に関する協力の要請があった場合は、専門
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家の派遣等、可能な限り協力する。 

⑶ 区は、各専門家団体が設置した相談窓口や各専門家団体の空家等に関する

取組について、ホームページやリーフレット等により、区民への周知に努め

る。 

⑷ 区および各専門家団体は、区が作成するリーフレットの配布など、空家等

の有効活用や適正管理等に関する所有者等への意識啓発に相互に協力する。 

⑸ 区および各専門家団体は、適正な管理がなされていない空家等の発生の未

然防止、空家等の有効活用等のため、空家等に関する取組などの情報共有に

努める。 

 

３ 空き家所有者向けセミナー・個別相談会 開催実績 

 ⑴ 開催目的 

  ① 空き家所有者等に対して、区や各専門家団体の空き家対策の取組等を周

知・啓発を通して、空き家の適正管理・有効活用に向けた契機としてもら

う。 

  ② 個別具体的な相談に応じ、空き家の適正管理・有効活用に繋げる。 

  ③ アンケート等を通して、空き家所有者等のニーズを把握し、今後の空き

家対策やセミナーのテーマに活かす。 

 ⑵ 開催概要 

   第１部：セミナー 

       区や専門家団体による空き家対策に関する講演。 

   第２部：相談会（希望者のみ） 

       専門家団体ごとの個別ブースを設置し、相談対応。 

 ⑶ 開催実績 

開催日時 会場 来場者 

平成 28 年３月 23 日（水）午前 10 時～正午 練馬区役所 21 名 

平成 29 年３月 25 日（土）午前 10 時～正午 練馬区役所 35 名 

平成 29 年 10 月 24 日（火）午後２時～午後４時 石神井区民交流センター 21 名 

平成 30 年３月 11 日（日）午後２時～午後４時 練馬区役所 19 名 
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